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第 １ 部 障がい者計画の基本的な考え方 
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第１章 障がい者計画の基本的な考え方 

１ 計画策定の背景と趣旨                           

本市では、平成１９（2007）年３月に本市の地域福祉を進めるための理念や仕組みを 

まとめた「鹿沼市地域福祉計画」を策定し、子どもから高齢者まで、誰もが住みなれた 

地域で年齢や障がいの有無にかかわらず、安心して自立した生活をおくることができる 

よう、住民みんなで考え、一人ひとりの力を合わせ、支え合い・助け合う地域福祉社会を目

指し推進してきました。 

同時に、「かぬま障がい者計画」を策定し、地域における障がい者の生活支援を充実させ

るノーマライゼーション※理念の普及に努めてきましたが、依然として社会一般とは異な

る生活をしている障がい者も多く存在しています。 

障がい者福祉制度改革は、障がい者計画の根拠法である「障害者基本法」の改正、「障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以下「障害者総合支援法」と

いう。）の施行、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下

「障害者虐待防止法」という。）の施行、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調

達の推進等に関する法律」（以下「障害者優先調達推進法」という。）の施行、「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差別解消法」という。）の施行など多

岐にわたり、ここ数年間で障がい者を取り巻く環境及び施策は大きく変化しています。 

本市では、障がい者が住みなれた地域で、安心して充実した生活をおくることができる

よう、そのニーズに応じた地域生活支援を受けられる障がい者施策を総合的かつ計画的に

推進するため本計画を策定します。 

 

 

 

 

２ 計画の位置づけ                              

（１）本計画の位置づけ 

   かぬま障がい者計画は、障害者基本法第１１条第３項に基づき策定を義務付けられた 

法定計画であり、障害者総合支援法に基づく「鹿沼市障がい福祉計画」及び、児童福祉法に

基づく「鹿沼市障がい児福祉計画」の２つの計画とあわせ、障がい者のための施策に関す

る基本的な計画となります。 

 

 

 

   かぬま障がい者計画は、国の基本計画及び県の障害者計画を踏まえ、本市の障がい者の

総合的な対策を推進するための行政運営並びに障がい者対策に関わる団体などの取り組み

の指針となるものです。 

障害者基本法 
（障害者基本計画等） 
第１１条第３項 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとと
もに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のため
の施策に関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければ
ならない。 

ノーマライゼーション※とは 

 障害の有無や加齢等に関係なく、誰もが住み慣れた地域で共に生活できる社会を実

現しようという考え方。 
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   また、鹿沼市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、かぬま障がい者計画を上位計画

とし、関係法令に基づく障がい児者の生活支援の提供体制を計画的に確保し、障害福祉 

サービス等の実施計画として位置付けるものです。 

（２）他計画との連携 

   本計画は、国の「障害者基本計画」、及び栃木県の「とちぎ障害者プラン２１」に示され

た指針を基本に、本市の障がい者を取りまく状況に合わせて策定します。 

地方自治法に基づく鹿沼市総合計画は、市町村行政運営の基本指針を定める計画であり、

本計画の上位計画として位置づけられます。 

   また、「鹿沼市地域福祉計画」との調和整合性を図るとともに、市関連部門との調整を  

図ります。 

 

 

      

 

 

         

 

   

 

  

 

 

 

３ 計画の期間                                

   かぬま障がい者計画（第 5期）、鹿沼市障がい福祉計画（第 6期）及び障がい児福祉計画

（第 2 期）は、令和３（2021）年度を初年度に令和５（2023）年度を目標とする３か年 

計画として策定し、必要に応じて見直しを行うものとします。 

○計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

他
の
関
連
計
画 

地
域
福
祉
活
動
計
画 

鹿沼市地域福祉計画 

栃木県 とちぎ障害者プラン２１ 

国  障 害 者 基 本 計 画 

21 

鹿沼市総合計画 

鹿
沼
市
自
治
基
本
条
例 

鹿沼市 

社会福祉 

協議会 

い
き
い
き
か
ぬ
ま
長
寿
計
画 

（
鹿
沼
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・ 

介
護
保
険
事
業
計
画
） 

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

（第4期）

（第5期）

（第1期）
（第2期）

鹿沼市障がい児福祉計画
（第3期）

鹿沼市障がい児福祉計画
（第4期）

鹿沼市障がい児福祉計画

（第5期）
かぬま障がい者計画

（第6期）
かぬま障がい者計画

（第7期）
かぬま障がい者計画

（第6期）
鹿沼市障がい福祉計画

（第7期）
鹿沼市障がい福祉計画

（第8期）
鹿沼市障がい福祉計画

か
ぬ
ま
障
が
い
者
計
画 

鹿
沼
市
障
が
い
福
祉
計
画 

鹿
沼
市
障
が
い
児
福
祉
計
画 

鹿
沼
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援 

事
業
計
画 

 

健
康
か
ぬ
ま 



 

- 4 - 

４ 計画の対象者                               

   かぬま障がい者計画は、障がい者福祉に関する施策を社会全体で推進していくことを 

目的としていることから、計画の対象者は全市民とします。 

   また、この計画でいう「障がい者」とは、障害者基本法第２条に定める「身体障害、 

知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称

する。）がある者であって、障害及び社会的障壁※により継続的に日常生活又は社会生活に

相当な制限を受ける状態にある」人と、難病患者等で長期にわたり生活上に支障がある人

を総称しています。 

   鹿沼市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、障害福祉サービス等及び障がい児通所

支援等の実施計画であるため、障がい児者及び障がい児者に係る行政・サービス提供   

事業者・障がい者関係団体・保健医療機関・ＮＰＯ等の民間団体等が計画の対象です。 

 

 

 

 

５ 計画の策定体制                              

本計画の策定は、以下の体制で行い、次の点に考慮したうえで調査や計画の検討を行い

ました。 

（１）障がい者の実態把握 

   本計画は、本市における障がい者の実態や利用者の意向を踏まえ、実現性の高い計画と

するため、鹿沼市地域自立支援協議会の各部会での検討や、障がい者本人や家族等に対し

てアンケート調査を実施しました。 

（２）関係機関等との連携 

   本計画の障がい者施策に関係する障がい者団体、事業所等及び関連する行政機関との 

調整を図りました。 

（３）計画策定委員会の設置（鹿沼市地域自立支援協議会） 

   計画の策定にあたり、障がい者団体、相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・ 

福祉関係者、民生委員・児童委員及び関係行政機関等により構成する鹿沼市地域自立支援

協議会を「かぬま障がい者計画・鹿沼市障がい福祉計画・鹿沼市障がい児福祉計画策定 

委員会」として位置づけ、事務局（障がい福祉課）と連携を図り策定の検討を進めてきまし

た。 

 

 

 

 

 

 

社会的障壁※とは 

 障害がある人にとって日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるような社会にお

ける事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 
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第２章 計画の基本理念・目標 

１ 基本理念                                  

障がいのある人もない人も、ともに豊かで生きがいのある人生を送るためには、一人 

ひとりの人間としての尊厳を尊重し合い、地域生活を希望する者が地域での暮らしを継続 

することが出来るような体制を確保し、誰もが自立した日々の生活を送れるような社会を 

実現していくことが必要です。 

そのような社会の実現を目指し、市民、行政、企業、団体等が一体となって連携・協力し、

すべての人が安心して暮らせるように、 

 

 

 

を本計画の基本理念として掲げます。 

 

２ 基本目標                                  

本計画の基本理念の実現を目指し、障がい者福祉施策を推進するため、次の基本目標を 

掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念  

向こう三軒両隣 誰もが心地よく暮らせるまち 

基本目標  

○支え合い、触れ合えるまち 

障がいのある人もない人も、お互いを理解しあい、認め合い、支えあいなが

ら、触れ合いを大切にし、共に生きる温かな心のまちづくりを目指します。 

そのために、障がい者への理解を促進し、ともに活動する社会、それを支援 

する人づくり、社会・体制づくりを推進します。 

○健康で安心に暮らせるまち 

障がいのある人もない人も、健康にいきいきと暮らすまちづくりを目指しま

す。そのために日常生活を支える支援サービスの充実、自由に生活できる基礎

的基盤の整備、保健・医療の充実、防犯・防災体制の充実を図ります。 

○生きがいの持てるまち 

地域社会の中で自立し、自分らしく生きるまちづくりを進めます。そのため

に、障がい者の就労の場を確保し、地域社会の中で自立した生活の確保を進め

ながら、スポーツ・文化・芸術活動などの生きがいを育てます。 



 

- 6 - 

３ 施策の体系                                 

基本理念  基本目標                取り組み 
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市民への広報・啓発（広報・啓発） 
 
１ 障がい者に対する理解の促進 

２ 障がい者との交流機会の拡充 

３ 地域ぐるみの福祉の推進 

４ ボランティア活動の促進 

 

生活支援の充実（生活支援） 
 
１ 相談支援体制の充実 

２ 情報提供・コミュニケーション 

体制の充実 

３ 障害福祉サービスの周知・展開 

保健・医療の充実（保健・医療） 
 
１ 早期発見・早期治療 

２ 自立訓練の充実 

３ 相談支援の充実 

４ 適切な保健・医療サービスの提供 

生活環境の整備（生活環境） 
 
１ 生活環境の整備 

２ 防災・防犯体制の整備 

３ 災害時の支援体制の整備 

４ 感染症対策 

就労支援の充実（雇用・就業） 
 

１ 雇用機会の拡大と雇用・就労の支援 

２ 福祉的就労の場の確保 

教育・療育の充実（教育・療育） 
 
１ 療育環境の充実 

２ 特別支援教育の推進 


